
 
【駆け込みホットライン】 

http://www.mlit.go.jp/common/001330568.pdf 
  

 

４．建設業に係る金融支援事業の活用について 

 公共工事等については、工事の請負代金債権を譲渡し、債務保証を得て金融機関か

ら借り入れた転貸融資資金を融資する「下請セーフティネット債務保証事業」及び「地

域建設業経営強化融資制度」を利用した資金調達も可能となっており、その活用によ

る下請負人への支払の適正化等に配慮いただくようお願いします。 

また、公共工事、民間工事を問わず、万が一、元請負人から建設工事の請負代金・

賃金等が支払われなかった場合に備え、下請負人が元請建設業者に対して有する債権

の支払いをファクタリング会社が保証し、元請負人からの債権回収が困難となった際、

保証債務の履行により下請建設業者等に保証金を支払い、下請け代金等債権を保全す

る「下請債権保全支援事業」の活用を図ることも可能でありますので、傘下の建設業

者等への周知をお願いいたします。 

 

【下請セーフティネット債務保証事業】 

https://www.kensetsu-kikin.or.jp/saimu/download/safety_leaflet.pdf 

 

【地域建設業経営強化融資制度】 

https://www.kensetsu-kikin.or.jp/saimu/keieikyouka/about.html 

 

【下請債権保全支援事業】 

https://www.kensetsu-kikin.or.jp/saimu/download/leaflet_hozen2019.pdf 

 

５．新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者への支援措置 

令和２年４月 13 日付国総政第２号により、国土交通大臣より新型コロナウイルス

感染症に係る雇用維持等に対する配慮を要請したところです。これまでも、工事の一

時中止等に際しては、下請契約においても、工期の見直しや一時中止の措置等を適切

に講じるとともに、請負代金・賃金の不払等、不測の損害を与えることのないよう、

下請負人への十分な配慮等をお願いしているところですが、今後、一時休止等が拡大

することにより、資金繰りが悪化するなどの影響も懸念されるところです。 

政府としては、過去にない規模となる GDP の２割に当たる事業規模 108 兆円の経済

対策を講じ、特に、事業継続や雇用維持のため、実質無利子・無担保の資金繰り支援

策を民間金融機関に拡大するとともに、特に厳しい状況にある中小・小規模事業者等

に対する給付金制度の創設、納税や社会保険料の支払い猶予等の措置を講じることと

しております。また、雇用調整助成金の特例措置もさらに拡充し、解雇等を行わない

雇用を維持する企業に対して、正規、非正規にかかわらず、中小企業は９/10、大企業

でも３/４に引き上げるなどの助成率の上乗せや、雇用保険被保険者でない労働者の


